
 
 
 

 
 

 暑暑暑中中中おおお見見見舞舞舞いいい申申申ししし上上上げげげままますすす  
今年の梅雨は空梅雨だったように思われましたが、この梅雨も先月平年より８日、去年より２０

日以上早く「梅雨明けしたと見られる」との発表がなされました。 

今後は日差しも強く、暑さもピークを迎えることから、身体には厳しい季節となりますので、各

作業所に置かれましては熱中症対策・夏バテ対策などに十分注意されますとともに、

健康管理にも留意されますようお願いいたします。 

 
1)墜落、転落災害の防止 

(1)保安設備（手摺り、作業床等）の点検を行う  
 (2)周囲をよく確認して作業にとりかかる  

2)人力作業災害の防止 
(1)作業手順を周知し、不安全行動をしない  
(2)自己で体調管理を行い、健康状態を維持する  

3)熱中症対策 
(1)こまめに水分（塩分）の補給をする 
(2)涼しい場所で休息する 

                           ＜担当：工事１課＞ 

     安 全 衛 生 パ ト ロ ー ル レ ポ ー ト      

実 施 日： ７月１６日（水） 

点検現場： ４現場 
点検者：松田、佐々 木(智)、工藤(幸)、柏木 

総 評： 
現道での橋梁補修現場１箇所、圃場整備現場１箇所、道路改良現場１箇所、建築現場１箇所の合計４現
場についてパトロールしました。今回は７月の安全週間に実施された特別パトロールの指摘事項と安全週
間行事計画表の行事内容の実施状況及び７月度安全重点目標について重点的に点検しました。 
始めに、国道１３号線の橋梁補修現場では当日開橋の夜勤明けであったものの、上淀川橋で沓座モルタ
ル型枠設置作業中でした。朝晩の寒暖の差が激しく夜間作業を行っている為、体調管理と夜勤明けの通勤
に十分注意するようにして下さい。次に赤平地区の圃場整備工事では、現在準備中で作業を行っておりま
せんでした。事務所附近は、柵で囲いフラワーポットを設置して整然としており良好でした。事務所前は
小学生の通学路となっている為、交通事故に注意するようにして下さい。地方街路の現場では、多数の施
工業者が混在している為、他工区との打合せをこれからも継続して行い、事故のないよう注意して下さい。 
最後に北都銀行の現場ですが、梅雨時期で雨の日の高所作業は足元が滑りやすい為、十分注意するように
して下さい。 
４現場とも、特別パトロールの指摘事項は改善され良好でした。尚、安全週間の安全週間行事計画表に
記載された訓練等は後日実施して下さい。 
８月の月例パトロールは工藤（幸） ､菅原 (巌 )、伊藤 (義 )、高橋、工藤（芳）の５人編
成で、７日（木）に実施します。  

 

   

 第１９回㈱菅与組ソフトボール大会が、７月２６日に晴天の空の下 元木山陸上競技場で行われました。熱
戦の結果、今年度優勝杯を勝ち取ったのは菅与組Ａチームでした。おめでとうございます。ちなみに、菅与組
が優勝したのは、２年ぶり菅与組Ａチームとのことでした。 

  
 

工事部 ：工事二課                金田 直 
工事名 ：国道１３号橋梁改修工事 
工 期 ：平成２０年３月１４日～平成２０年１０月３１日 
発注者 ：東北地方整備局 秋田河川国道事務所長 柴田 久 
工事概要：請負金額¥83,895,000    

道路修繕（上淀川橋一式、上淀川橋側道橋一式、小黒川橋一式、 
         小黒川橋側道橋一式、猿田川橋一式、開橋一式） 

当現場の主体工事は、国道１３号線における橋梁の耐震補強工事です。橋梁の本橋が４橋、側道橋が

2橋で施工区間が約２４kmあります。 

耐震補強工事ということで橋梁下回りの補修工事が主な工

種なのですが、当初から現地と発注者からの設計業務報告書

との食い違いが多々あり、1 からの調査から始まりました。

現在は、調査報告書も概ね受理されようやく現場のほうも軌

道に乗り始め、協議書類等に追われる毎日です。 

７月２日には秋田地区安全パトロールも実施され、対象現

場となりましたが、重大な是正もありませんでした。今後も

今一度身を引き締め、無事故無災害にてがんばります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                          
  熱中症は、早期の措置が大切です。少しでも異常がみられたら直ちに涼しいところで安静にさせ、水やスポ
ーツドリンク等を与えるなどの手当を行ってください。回復しない場合及び症状が重い場合などは、医師の手
当を受けてください。また、反応が鈍い、意識がないなどの場合は、手当を行うとともに、ためらわずに救急
車を呼びましょう。手当の遅れが生命に関わることがあります。 

 

   
道路を守る月間           １日～    電気使用安全月間          １日～ 
夏の交通安全県民総ぐるみ運動１日～１０日     月例パトロール           ７日 
夏期休暇         １３日～１７日     安全衛生委員会          ２１日 
 

現    場    紹    介 

８ 月 度 安 全 重 点 目 標 

 

 

社 内 の お 知 ら せ 

行 事 紹 介 

 

  

秋田地区安全パトロール 

支 承 防 錆 処 理 状 況 高 欄 塗 装  ケ レ ン 状 況 

安 全 ワ ン ポ イ ン ト 

 

 


